
指名停止措置状況

【物品の購入等】
 № 業    者    名 登録代理人 住　　　所 指名停止の期間終期 指名停止の理由

1 株式会社大塚商会
ＬＡ事業部北関東
ＬＡ販売課

埼玉県さいたま市中央
区上落合８－１－１９

R4.10.26 ～ R5.4.25

広島県及び広島市発注の特定コンピュータ機器の入札等について、遅くとも平成２９年
７月１４日以降（広島市発注の機器に関しては平成２８年５月２０日以降）、受注価格の
低落防止を図るため、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）に違反する行為を
長期間にわたって行っていたとして、令和４年１０月６日、公正取引委員会から排除措
置命令等を受けたため。

2 中外テクノス株式会社 埼玉営業所
埼玉県さいたま市大宮
区桜木町１丁目９番地１
８大宮三貴ビル

R4.10.26 ～ R5.4.25

広島市発注の特定コンピュータ機器の入札等について、遅くとも平成２８年５月２０日以
降、受注価格の低落防止を図るため、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）に
違反する行為を長期間にわたって行っていたとして、令和４年１０月６日、公正取引委
員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

3 Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社 北関東支店
埼玉県さいたま市北区
宮原町２－１０７－２

R4.10.26 ～ R5.4.25

広島市発注の特定コンピュータ機器の入札等について、遅くとも平成２８年５月２０日以
降、受注価格の低落防止を図るため、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）に
違反する行為を長期間にわたって行っていたとして、令和４年１０月６日、公正取引委
員会から排除措置命令を受けたため。

4 株式会社ニチイ学館 本店
東京都千代田区神田駿
河台四丁目６番地

R4.11.2 ～ R5.5.1

愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する特定医療業務の入札等について、遅く
とも平成２７年３月９日以降、既存の取引の維持及び受注価格の低落防止を図るた
め、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）に違反する行為を長期間にわたって
行っていたとして、令和４年１０月１７日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けたため。

5 株式会社セレスポ さいたま支店
埼玉県さいたま市浦和
区常盤７－１－１   大黒
屋オフィスビル４Ｆ

R5.3.1

変更前
R5.3.1

～

R5.10.31

変更前
R5.8.31

専務取締役が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が
発注した業務に関し、独占禁止法に違反する行為（不当な取引制限）を行っていた容
疑により、令和５年２月８日東京地方検察庁に逮捕されたことから、６か月の指名停止
措置を行ったが、その後、令和５年２月２８日に独占禁止法違反により公正取引委員会
が刑事告発を行ったため、指名停止措置期間を変更する。

6 アルフレッサ株式会社 越谷支店
埼玉県越谷市大字西方
２７８２番地

R5.4.21 ～ R5.8.20

公正取引委員会から独立行政法人国立病院機構が発注した医薬品の入札について
共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることで、医薬品の取
引分野における競争を実質的に制限していた行為は独占禁止法第３条の規定に違反
するとし、令和５年３月２４日、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

7
九電みらいエナジー株式
会社

本店
福岡県福岡市中央区薬
院三丁目２番２３号ＫＭ
Ｇビル

R5.5.8 ～ R5.9.7
九州電力管内又は関西電力管内に所在する官公庁等に対して小売供給を行う電気に
ついて、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行った
として、令和５年３月３０日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたため
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8
近畿日本ツーリスト株式会
社

埼玉支店
埼玉県さいたま市大宮
区宮町３－１３―２

R5.7.4

変更前
R5.7.4

～

R5.10.3

変更前
R5.9.3

東大阪市をはじめとする複数自治体が発注した新型コロナウイルス関連業務におい
て、令和５年７月４日、詐欺の容疑により支店長ら社員３名が逮捕されたため２か月の
入札参加停止措置をとった。
新たに、掛川市及び焼津市が発注した新型コロナウイルス関連業務において、令和５
年７月１８日、詐欺の容疑により社員１名が逮捕されたため、入札参加停止措置期間を
変更した。

9 西武緑化管理株式会社 本店
埼玉県所沢市緑町１－
１－１１

R5.9.15 ～ R5.11.14

当該業者は、建設業法第２６条第２号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を
監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、同法第２８条第１項第２号に
該当するとして、令和５年７月２１日、国土交通省関東地方整備局から同法第２８条第
３項の規定に基づく営業の停止命令を受けたため。

10 ランドブレイン株式会社 埼玉事務所
埼玉県所沢市上新井３
－６７－２１

R6.1.15

変更前
R6.1.15

～

R6.1.25

変更前
R6.5.14

宮崎県串間市が発注した消防庁舎新築工事設計業務委託の指名競争入札におい
て、入札の公正を害したとして、令和５年１１月１６日、ランドブレイン株式会社の社員
が公契約関係競売等妨害罪の容疑で逮捕されたため、令和６年１月１５日付で指名停
止措置を行ったが、同社員が不起訴処分となったことが令和６年１月１６日に判明した
ため。
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